
吉富町移動支援事業実施要綱 

平成１８年１１月１日 

告示第７１号 

改正 平成２０年６月１８日告示第６０号 

平成２２年３月４日告示第６号 

平成２３年２月２１日告示第７号 

平成２５年３月４日告示第１２号 

平成２５年１０月２８日告示第１０１号 

平成２７年１２月２４日告示第１２９号 

平成２８年３月２８日告示第２７号 

（目的） 

第１条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）に

基づく障害者等（以下「障害者等」という。）に対して、外出のための支援を行

うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とす

る。 

（実施方法） 

第２条 町長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、

個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援（個別支援型）を

行うものとする。 

（対象者） 

第３条 移動支援事業（以下「事業」という。）の対象者は、本町が援護の実施者

となる障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参

加のための外出（通勤及び営業活動等の経済活動に係る外出、通学等通年かつ長

期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として１日の範囲内

で用務を終えるものに限る。）に移動の支援の必要があると町長が認めた者とす

る。 



（申請） 

第４条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者（配偶者、親権を行う者、

後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。）（以下「申請者」とい

う。）は、吉富町移動支援事業利用申請書（別記様式第１号）を町長に提出する

ものとする。 

（決定） 

第５条 町長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、利用

の可否を吉富町移動支援事業利用決定（却下）通知書（別記様式第２号）により

申請者に通知し、利用決定の場合は地域生活支援事業利用券（別記様式第３号）

を交付するものとする。 

（変更の届出） 

第６条 前条の規定により利用の決定を受けた申請者（以下「利用者等」という。）

は、第４条に規定する申請の内容に変更が生じたときは吉富町移動支援事業利用

変更届（別記様式第４号）を町長に提出するものとする。 

（決定の取消） 

第７条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第５条に規定

する決定を取り消すことができる。 

（１） 障害者等が第３条に規定する対象者でなくなったとき。 

（２） 障害者等が死亡したとき。 

（３） その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。 

２ 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、吉富町移動支援事業利用取消

通知書（別記様式第５号）により利用者等に通知するものとする。 

（事業の委託） 

第８条 町長は、この事業を円滑に推進するため、法第３６条による事業所の指定

を受けた障害福祉サービス事業者（居宅介護）に委託することができる。 

（委託を受けた者の責務） 

第９条 前条の規定により委託を受けた者（以下「委託事業者」という。）は、こ



の要綱の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘

密を他に漏らしてはならない。 

（事業の費用） 

第１０条 この事業に係る費用は次のとおりとする。 

（１） 身体介護を伴う場合 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定

に関する基準（以下「算定基準」という。）に規定する「居宅介護の通院介助

（身体介護を伴う場合）が中心である場合」の例による算定単位数を所定単位

数とする。 

（２） 身体介護を伴わない場合 

算定基準に規定する「居宅介護の通院介助（身体介護を伴わない場合）が中

心である場合」の例による算定単位数を所定単位数とする。 

２ 費用の額は、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当福

祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める

一単位の単価に定める単価の例による割合を所定単位数に乗じて得た額とする。 

（利用料） 

第１１条 利用者等が事業者に支払う利用料は、前条の規定により算定された費用

の、町民税課税者においては１割、町民税非課税者に及び生活保護法（昭和２５

年法律第１４４号）に基づく生活扶助を受けている者においては無料とする。た

だし、１０円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。 

２ 前項の町民税課税・非課税の別に関して、１８歳以上の者については配偶者を

含み、１８歳未満の者についてはその者の属する世帯を含むものとする。 

（補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行し、平成１８年１０月１日から適用する。 



附 則（平成２０年６月１８日告示第６０号） 

この告示は、公布の日から施行し、改正後の吉富町移動支援事業実施要綱の規定

は、平成２０年７月１日以後の利用に係る利用料について適用する。 

附 則（平成２２年３月４日告示第６号） 

この告示は、公布の日から施行し、改正後の吉富町日中一時支援事業実施要綱等

の規定は、平成２２年４月１日以降の利用に係る利用料について適用する。 

附 則（平成２３年２月２１日告示第７号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年３月４日告示第１２号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１０月２８日告示第１０１号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２４日告示第１２９号） 

この告示は、平成２８年１月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



別記様式第１号（第４条関係） 

別記様式第２号（第５条関係） 

別記様式第３号（第５条関係） 

別記様式第４号（第６条関係） 

別記様式第５号（第７条関係） 

 


